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第１章 計画策定の基本事項 

１ 計画策定の背景 

 

 地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均気温が長期的に上昇する現象であり、そ

の主因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされています。地球温暖化は地球

全体の機構に大きな変動をもたらすものであり、我が国においても平均気温の上昇、農作

物や生態系への影響、異常気象等による被害も観測されています。地球温暖化問題は、今

や最も重要な環境問題の一つであり、温室効果ガスの排出抑制に向けた早急な対策が求め

られています。 

地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、世界各国による世界共通の長期目

標として、２０１５（平成２７）年にパリ協定が採択されました。パリ協定では、「産業

革命前からの地球の平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える

努力を追及すること」を目的とし、その達成のため、今世紀後半に人為的な温室効果ガス

の排出と吸収のバランスを達成することとなりました。この実現に向けて、世界の１２０

以上の国と地域が「２０５０年カーボンニュートラル」という目標を掲げています。 

国においては、２０２０（令和２）年に、２０５０（令和３２）年までに温室効果ガス

の排出量を実質ゼロにする「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言し、２０２１（令

和３）年には「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「地球温暖化対策推進法」と

いう。）」が改正されました。また、新たな「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、２０

３０（令和１２）年度に温室効果ガス排出量を２０１３（平成２５）年度から４６％削減

すること、さらに、５０％削減の高みに向けて挑戦を続けていくこととしています。 

令和７年２月18日に閣議決定された地球温暖化対策計画では、2050年ネット・ゼロ（温

室効果ガスが排出される量と吸収・固定される量の差し引きがゼロになっている状態）の

実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、2035年度、2040年度に、温室効

果ガスを2013年度からそれぞれ60％、73％削減することを目指す目標を設定し、国連へ

提出しました。 

 秋田県では、２０２２（令和４）年４月に「第2次秋田県地球温暖化対策推進計画（改

定版）」を策定し、温室効果ガス排出量の削減目標を「２０１３（平成２５）年度比で54％

削減」とする新たな目標を掲げたほか、２０５０年カーボンニュートラルを宣言しました。 
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本市では、自らが行う事務事業が環境に負荷を与えていることを十分認識し、温室効果

ガスの削減対策を含めた環境への負荷の低減に取り組むとともに、地域資源を有効に活用

した再生可能エネルギーの導入や、鹿角市公共施設等総合管理計画に基づく公共施設全般

の今後のあり方を見極めながら、本市の施策として、地域の模範となる取組や対策を進め

ていきます。 

 

２ 鹿角市におけるこれまでの取り組み 

 

本市では、環境対策に取り組むため、平成14年3月に「鹿角市環境基本計画」を策定

し、平成23年3月には「第２次鹿角市環境基本計画」、令和3年3月には「第３次鹿角

市環境基本計画」を策定してまいりました。 

本市では、自給率300％を超える再エネ発電所を有するなど、地域の再生可能エネルギ

ーを地域の活性化に結び付ける取り組みを進めており、その中で、2022（令和4）年2月

に「鹿角市エネルギービジョン」を策定し、豊富な再生可能エネルギーの利用によってカ

ーボンニュートラルの達成を展望しています。 

さらに、本市は、豊富な森林資源を有することから、全国に先駆けたカーボンニュート

ラルの達成を目指し、2022（令和4）年3月14日に、「2030年ゼロカーボンシティ宣言」

を行いました。 

鹿角市役所は、一事業者及び消費者としての立場から、温室効果ガスの削減対策を含め

た環境への負荷の低減に率先して取り組むため、「鹿角市役所エコ・オフィス計画」（以

下「本計画」という。）を策定し、これまで4期に渡って具体的な取り組みを進めてきま

した。 

本計画は、地球温暖化対策推進法に基づく実行計画を包含する計画として位置づけ、一

事業者として、その事務事業における温室効果ガス排出量の把握や、効果的な省エネルギ

ーの推進など、排出抑制に向けた取り組みを積極的に行い、持続可能なエコ・オフィスに

向けた活動を推進します。 
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３ 計画策定の目的 

 

 1999年に施行された地球温暖化対策推進法には、各地方公共団体は、温室効果ガスの

排出量の削減等の措置に関する計画（実行計画）を策定することが義務付けられており、

同法第２１条第１項の規定では、地方公共団体が実施している事務・事業に関し、温室効

果ガスの排出量の削減等に関する計画として、地方公共団体実行計画（事務事業編）を策

定することが定められています。 

地方公共団体の一つである鹿角市は、市内における行政の主体として様々な事務・事業

を行う機関であることから、温室効果ガスの排出状況を把握するとともに、温室効果ガス

排出量と削減目標の設定、目標達成のための対策に向けた検討を行い、 温室効果ガスの

排出抑制に向けた対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするほか、鹿角市環境

基本計画との整合を図り「自然とともに生き 未来を拓くまち」を目指すための実行計画

（事務事業編）として、「鹿角市役所エコ・オフィス計画（第５期）」を策定します。 

併せて、グリーン購入法第4条に基づき、市の環境配慮物品の調達（グリーン購入）を

推進することを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎目的と期待される効果 

① 市内の一事業者として、地球温暖化防止に貢献 

② 職員の意識向上 

③ 地域住民や事業者に対する行政の率先行動 

④ 地方公共団体の義務の履行 

⑤ 省エネルギーによる経費削減 

⑥ 環境に配慮した循環型の物品調達 
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４ 計画の対象とする部局 

 

 

 

 

 

５ 計画の対象とする事務・事業の範囲 

 

市が実施する全ての事務・事業とします。 

なお、市の事務・事業を外部へ委託（指定管理を含む）している場合は、温室効果ガス

の排出の抑制等の措置が可能なものについては、受注者等に対して必要な措置を講ずるよ

う要請するものとします。 

また、環境配慮物品等の調達・使用についても同様とします。 

 

６ 計画の期間 

 

本計画は、2026（令和8）年度から2030（令和12）年度までの5年間とし、基準年を

2019（令和元）年度実績とします。 

また、本計画では、国の地球温暖化対策計画に準じて、2013（平成25）年度を基準年

とし、2030（令和12）年度を最終目標年度とした長期視点での実行計画に包含されるも

のとして位置づけ、施設数の変動を踏まえた目標達成への推移についても、合わせて行っ

ていきます。 

なお、計画期間中に環境法令等の施行・改正や国の動向等により修正の必要がある場合

には、適宜見直しを行います。 

 

 

・市長部局（全出先機関を含む）   ・農業委員会事務局 

 ・公営企業             ・選挙管理委員会事務局 

 ・議会事務局            ・教育委員会 

 ・監査委員事務局 
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第２章 第 4期計画の取り組み実績 

１ 基本的事項 

 

・計画期間 ： 2021（令和3）年度から2025（令和7）年度の5 年間 

・基準年度 ： 2019（令和元年）年度 

・削減目標 ： 本市の事務事業から発生する年間温室効果ガス排出量を2019（令和元）

年度と比べて、2025（令和7）年度までに23.7%の削減を目標としま

した。 

 

★温室効果ガス算定方法 

各施設における活動量（エネルギー使用量など）に「温室効果ガス排出係数」や「地球温暖化係数」

を乗じることにより算定します。「排出係数」については、地球温暖化対策推進法施行令第3条、「地

球温暖化係数」については、地球温暖化対策推進法施行令第4条に定める係数を用います。 

電気事業者から供給された電気に係る二酸化炭素排出係数については、当該年の国から公表される

電気供給事業所ごとの排出係数を用いるものとします。 
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２ 活動項目別数値目標及び内容 

 

項   目 数 値 目 標 及び 内 容 

電気使用量の削減 

毎年度5％以上、2025（令和7）年度末25％以上 

 省エネルギー型の機器設備の導入、効率の良いエネルギー機

器への更新・購入、既存照明のLED化、新築時のLED照明導

入、建築物の新築・更新時は、高効率空調設備等の導入や断熱

構造化を促進、ノー残業デーの徹底。 

燃料使用量の削減 

2025（令和7）年度末20％以上 

 冷房２８度、暖房２０度を目安とし、空調設備の温度管理を

適切に行う。夏季および冬季の衣服の調節を行う。ブラインド

を効率的に活用する。 

公用車燃料使用量

の削減 

2025（令和7）年度末20％以上 

 オンライン会議の普及により出張等による燃料費の削減、環

境にやさしいクリーンなEV・HVへの更新、公用車台数の適正

化によるガソリン消費量の軽減。 

水使用量の削減 
2025（令和7）年度末3％以上 

 こまめに蛇口をしめるなど、節水に努める。 

コピー用紙使用量

の削減 

2025（令和7）年度末（使用重量ベース）10％、（購入量ベー

ス）20％以上 

デジタル化の推進によるペーパーレス化を図る。庁内LANに

よる回覧・掲示板等の活用により、資料の共有化を図る。庁内

で完結する連絡文書・会議等ペーパーレスで行う。 

環境配慮型物品等

の購入率の向上 

60％以上 

 各種消耗品、備品等の購入にあたっては、原則として環境配

慮型製品を選択。 
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３ 活動項目別排出量 

 

取り組み結果は資料１のとおりです。 

2024（令和6）年度の温室効果ガスの排出量は約2,250t-CO2/年で、基準年の2019（令

和元）年度に比べて61.3％の削減となりました。最終年である2025（令和7）年度は夏季

の高温、冬季の厳冬の影響はあるものの、目標を達成できるものと見込んでいます。 

電気の使用量については、基準年の2019（令和元）年度に比べて削減には至らなかっ

たものの、本庁舎及び記念スポーツセンターにおいてLED工事を実施しており、これら

の施設では約20％の電気使用量の削減となり大規模改修工事の効果が表れています。 

温室効果ガスの排出量の大部分を占める電気使用に伴う温室効果ガスの削減施策とし

て、本市では、調整後排出係数が低い（株）かづのパワーの電気を使用しており、2024（令

和6）年度の電気使用に伴う温室効果ガスの排出量は約860 t-CO2/年で、基準年と比較し

て79.9％の削減となりました。仮に、東北電力株式会社の電気を100％使用したと仮定し

た場合の、2024（令和6）年度の電気使用に伴う温室効果ガスの排出量は約3,426 t-CO2/

年で、基準年から20.1％の削減となり、目標である25％削減の達成は難しくなります。 

重油、灯油、ガソリンの各エネルギーの温室効果ガス排出量については、基準年の2019

（令和元）年度に比べて削減傾向となりましたが、目標としていた20％の削減には及びま

せんでした。原因としては、昨今の夏季の気温上昇や厳冬により、冷暖房器具の使用頻度

が増加し、重油・灯油等の使用が増加したことが考えられます。特に、保育園等施設、小

中学校等において増加傾向にあることから、幼児・児童の安全を確保するために必要な措

置として需要が増えたものと考えられます。 

今後、電力消費量を抑えるLED照明への改修や、省エネルギー製品や高効率空調・給

湯への更新を促進し、より削減を意識することで、環境への負荷を減らし、最終年である

2025（令和7）年度の実績で目標を達成できるものと見込んでいます。 

しかしながら、令和元年度は、例年に比べて暖冬であったことから、冬季における暖房

等の燃料が抑えられたものと考えられるほか、平成30年度に高速カラー印刷機を導入し

たことにより、コピー機から印刷機へ使用枚数が大幅に移行するなど、状況の変化が生じ

た実績となっています。 
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そのほか、基準年以降に新たに増加した施設（文化の杜交流館コモッセ、大湯温泉保養

センター、まちなかオフィス）は、その施設の性質上、温室効果ガスの排出量の高い施設

であることから、国の目指す2030年度までの目標達成には、さらなる努力が必要と考え

られます。 
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（資料1）         取り組み項目別の数値目標達成状況       ＣＯ2排出量(kg-CO2)  

取組項

目 

【基 準】 【目 標】 削減 【実 績】 削減 

２０１９（令和元）年

度 

２０２５（令和７）年

度 
割合 ２０２４（令和６）年度 割合 

使用量 

CO2排出

量㎏CO2 使用量 

CO2排出

量㎏CO2 

((b-a)/a

) 使用量 

CO2排出

量㎏CO2 

((c-a)/a

) 

（ａ） （ｂ）   （c） ％ 

電 気 

（ｋｗ

h） 

8,230,878 4,288,287 6,173,158 3,216,215 ▲25% 8,523,546 860,333 △ 79.9 

重 油 

（ℓ ） 
106,760 289,280 85,408 231,424 ▲20% 107,105 290,255 0.3 

灯 油 

（ℓ ） 
463,039 1,152,728 370,431 922,182 ▲20% 412,050 1,026,005 △ 11.0 

水 道 

（㎥） 
92,837 ― 90,052 ― ▲3% 91,345 ― △ 1.6 

ガソリ

ン（ℓ ） 
37,103 86,141 29,682 68,912 ▲20% 31,752 73,665 △ 14.5 

コピー

使用換

算重量

（kg） 

6,688 ― 6,019 ― ▲10% 4,039 ― △ 39.6 

コピー

用紙購

入重量

（Kg） 

27,957 ― 22,365 ― ▲20% 25,259 ― △ 9.7 

環境配

慮消耗

品数量

（％） 

23.51 ― 60% ― ― 35.4% ―   

全 体   5,816,436   4,438,733 ▲23.7% 
 
2,250,257 △ 61.3 

※電気の使用に伴う排出係数は、R7.3.18環境省・経済産業省公表（R7.8.1一部追加・更新）による

「電気事業者別排出係数一覧-令和5年度実績-」における、かづのパワー及び東北電力株式会社（メニ

ューD（残渣））を用いて算出 

※実績は国の基準年である2013（平成25）年度時点の施設との比較（2013年度以降の増加施設分を

除く） 
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（資料２） 第4期計画期間内の温室効果ガス排出量の実績 
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第３章 第 5期計画の目標 

１ 基本的事項 

 

・計画期間 ： 2026（令和8）年度から2030（令和12）年度の5 年間 

・基準年度 ： 目標設定のための基準年度を令和元年度とします。 

 

★「排出係数」については法施行令第3 条、「地球温暖化係数」については、地球温暖化対策推進

法施行令第4 条に示された係数を用いるものとします。 

★電気事業者から供給された電気にかかる二酸化炭素排出係数は、毎年電気供給事業所ごとに排出係

数が変動し、国から公表されているため、当該年度の電気事業者ごとの係数を用いるものとします。 

 

 

（資料３） 各種燃料の単位発熱量と二酸化炭素排出係数及び地球温暖化係数 （法施行令別表第一） 

燃料の区分 
燃料使用

量の単位 

単位発 

熱量a 

（ＭＪ/単位） 

炭素排出 

係数b 

[kg-C/MJ] 

排出係数c 

a×b×（44/12） 

[kg-CO2/kg,L,Nm3,m3] 

地球温

暖化係

数 

備 考 

ガソリン Ｌ 34.6 0.0183 2.32 

1 

活動量 

は使用 

量 

灯油 Ｌ 36.7 0.0185 2.49 

軽油 Ｌ 37.7 0.0187 2.58 

Ａ重油 Ｌ 39.1 0.0189 2.71 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ｋｇ 50.8 0.0161 3.00 

【環境省温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインより】 
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（資料４） 電気事業者から供給された電気にかかる二酸化炭素排出係数（施行令第３条第１号ロ） 

電力会社名 使用量単位 年度 
調整後排出係数

（t-CO2kWh) 
備考 

東北電力 t-CO2/kwh 2009（平成21）年度 0.000468 第3期係数使用 

東北電力 t-CO2/kwh 2013（平成25）年度 0.000591 国基準年 

東北電力 t-CO2/kwh 2014（平成26）年度 0.000571 第3期計画基準年 

東北電力 t-CO2/kwh 2019（令和元）年度 0.000521 
第4期計画基準年 

第5期計画基準年 

東北電力 t-CO2/kwh 2020（令和2）年度 0.000522 第3期計画最終年 

東北電力 t-CO2/kwh 2021（令和3）年度 0.000519 第4期計画開始年 

東北電力 

t-CO2/kwh 2025（令和7）年度 

0.000421 ※1 

第4期計画最終年 
かづのパワ

ー 
0.000199 ※1 

東北電力 

t-CO2/kwh 2030（令和12）年度 0.000370（目標値）※2 
国目標年 

第5期計画目標年 かづのパワ

ー 

 

※１ 電気の使用に伴う排出係数は、環境省資料（電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用））

における東北電力株式会社およびかづのパワーの各年度の調整後排出係数を引用。 

※２ 令和12年度の排出係数は国の温室効果ガス削減目標を受けて、国において平成28年2月に「電気事業分野の地球

温暖化対策について」で合意した内容で、2013（平成25）年度比で約35％削減とする目標値として公表した数値。 
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２ 温室効果ガス総排出量削減目標 

 

本計画では、市の事務事業から排出される年間温室効果ガス排出量を、2030（令和12）

年度までに、42.3％削減（令和元年度を基準）します。これにより、国の地球温暖化対策

計画で目指す2030（令和12年）までに2013（平成25）年度に比べ温室効果ガス排出量

51.3%削減の目標達成を目指します。 

 

最終目標 
2030（令和12）年度までに、2013（平成25）年度の 

温室効果ガス排出量と比較して、５１．３％の削減を目指します。 

 

第５期計画目標 
2030（令和１２）年度までに、2019（令和元）年度の 

温室効果ガス排出量と比較して、42.3％の削減を目指します。 

 

（資料５） 温室効果ガス削減目標のイメージ 
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国の基準年度である2013（平成25）年度当時と、本計画の基準年である2019（令和元）

年度では、公共施設の状況が大きく様変わりしています。この間に増加した公共施設（文

化の杜交流館コモッセ、大湯温泉保養センター「湯都里」、湯の駅「おおゆ」、まちなか

オフィス等における温室効果ガスの排出量は、他の施設と比較しても規模が大きいことか

ら、市全体で一体的に目標達成に取り組んでいく必要があります。 

第４期計画では、国の基準年度である2013（平成25）年度当時との比較のため、対象

施設を2013年度以降に増加した公共施設は含めず、2019（令和元）年度を基準として、

国の目標である温室効果ガス排出量50%削減を目指していましたが、第５期計画における

目標の進行管理では、施設の増減を含めた当該年度の現状施設で算定することとします。 

 

（資料６） 2013（平成25）年度の温室効果ガスの要因別排出状況 

 

 資料６の要因別の排出状況をみますと、国の基準年度である2013（平成25）年度の温

室効果ガスは、電気由来の温室効果ガスが約67%を占めています。したがって、温室効果

ガスの削減を考える際に、一番重要になるのが電気の使用によるエネルギーの削減である

ことがわかります。また、CO２排出量を算定するにあたり、間接的な要因として電気事業

者のCO2 排出係数が大きく作用してきます。電気事業者の電源構成における火力発電等

の割合が増えると、この係数が増加し、再生可能エネルギー等による電気の供給が多くな

ると係数が減少するため、結果的に市の事務事業からの温室効果ガス排出量が、契約する

電気事業者によって増減する場合があります。 



- 15 - 

 

これまでの第３期計画では、係数を2009（平成21）年度係数で固定していたため、こ

の係数による影響はありませんが、第４期計画では、環境省のガイドラインに従い、毎年

公表される電気事業者から供給された電気にかかる二酸化炭素排出係数を反映したため、

CO2排出係数の低い事業者からの電気の調達により、結果としてCO2排出量が大幅に削

減されました。 

第５期計画においても、環境省のガイドラインに従い、毎年公表される電気事業者から

供給された電気にかかる二酸化炭素排出係数を反映することになるため、二酸化炭素排出

係数の低い事業者からの電気の供給を受けることにより、CO2排出量の削減効果が表れる

ものと考えられます。 

 

３ 活動項目別排出量目標 

 

資料７のとおり、電気使用量は、一年あたり２％ずつ、計画期間中で４３．２％削減を

目標とします。その他の各エネルギー使用量は、一年あたり４％ずつ、計画期間中で４０％

削減することを目標とします。 

これにより、CO2削減割合は、基準とする2019（令和元）年度に比べて、2030（令和

１２）年度までに42.3％削減することとなり、2013（平成25）年度比では５１．３%削

減となり、国の最終目標である、2030（令和12）年度までに2013（平成25）年度比50％

削減とするシナリオを上回る目標とします。 

そのため、本計画期間中に、既存及び新設施設を含む公共施設について2030（令和１

２）年度までにLED化を進めることにより、エネルギー消費を抑制します。 

電力消費量の多い施設では、再生可能エネルギー電力の調達率を、2030（令和１２）年

度に70％以上に維持することにより、電気使用に伴うCO２排出量の抑制を図ります。  

また、オンライン化などのDXを積極的に推進していくことにより、コピー枚数やコピ

ー用紙購入量を削減し、ペーパーレス化を促進します。さらに、オンライン会議の普及に

よって、遠方への出張等を減らすとともに、環境に優しいクリーンなEV・HV車への更

新と公用車台数の適正化を図ることで、ガソリン消費量の軽減を図ります。 
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そのほか、鹿角市公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の適正な維持管理を進

めることで、消費エネルギー全体の無駄を無くします。 
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（資料７）         取り組み項目別の数値目標           ＣＯ2排出量(kg-CO2) 

取組項目 

【基 準】 【目 標】 削減 

２０１９（令和元）年度 ２０３０（令和１２）年度 割合 

使用量 
CO2排出量 

使用量 
CO2排出量 ((b-a)/a) 

（ａ） （ｂ）   

電 気 （ｋｗh） 8,230,878 4,288,287 6,584,702 2,436,340 -43.2% 

灯 油 （ℓ ） 463,039 1,152,967 277,823 691,780 -40.0% 

重 油 （ℓ ） 106,760 289,320 64,056 173,592 -40.0% 

LPガス （㎥） 26,688 159,488 16,013 95,693 -40.0% 

ガソリン（ℓ ） 37,103 86,079 22,262 51,647 -40.0% 

軽 油 （ℓ ） 12,167 31,391 7,300 18,835 -40.0% 

水 道 （㎥） 92,837 ― 87,267 ― -6.0% 

コピー使用換算重量（kg） 6,688 ― 4,013 ― -40.0% 

コピー用紙購入重量（Kg） 27,957 ― 16,774 ― -40.0% 

環境配慮消耗品数量（％） 23.51 ― 60% ― ― 

全 体   6,007,532   3,467,887 -42.3% 

※ 第4期計画ではLPガス、軽油について算定していなかったため、P9の令和元年度実績におけるCO2
排出量とは一致しない。   

※ 目標数値の算出のため、P11及びP12の令和12年度の排出係数（想定値）を使用する。 
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Ⅰ 施設のエネルギー使用量の削減 

 施設における電気使用による温室効果ガスの排出量を

43.2％、その他エネルギー使用による量を温室効果ガスの

排出量を40％削減します。 

 

Ⅱ 公用車使用による負荷の軽減 

 公用車使用による燃料を40％削減します。 

 

Ⅲ コピー用紙購入量の削減 

 ペーパーレス化を進め、コピー用紙購入量を 40％削減

します。 
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第４章 計画達成に向けた取り組み 

対策① 省エネ・省資源に配慮した事務事業の推進 

 

１）公共施設の新築・増改築・設備の改修工事等における取り組み 

公共施設や設備の中には、老朽化等によりエネルギー使用効率が低下する場合がありま

す。本市では、鹿角市公共施設等総合管理計画個別計画に基づき、各施設や設備の計画的

な見直しを行っていきますが、更新の際にはエネルギー使用効率の向上を図ることで、省

エネ化を進めます。 

また、積極的な資源・エネルギーの節約、廃棄物の抑制を図るなど、環境負荷の低減に

努めます。 

＜設備更新の取り組み＞ 

・ 省エネルギー型の機器や設備の導入を進める。 

・ 効率の良いエネルギー機器への更新、購入を進める。 

・ 公共施設の整備の際には、省エネルギー、自然エネルギーに配慮したものにするよう努める。 

・ 既設照明のLED化に努める。 

・ 建築物の新築、改築、更新時には高効率空調設備等を導入する。 

・ 建築物の新築、改築、更新時には断熱構造化を促進する。 

 

２）エネルギーの使用に関する取り組み 

 市の事務事業に伴う温室効果ガスのほとんどは、施設におけるエネルギーの使用（電

力・燃料の使用）によるものであり、エネルギー使用量の削減は、温室効果ガスの排出量

削減に直接的につながります。職員の事務事業活動を改めて見直し、無駄を無くし、環境

に配慮した取り組みに努めます。 

＜運用改善による取り組み＞ 

・始業前や昼休み中、時間外勤務時には不必要な照明器具の消灯を行う。 

・更衣室、会議室、トイレ、給湯室等使用していない場所は消灯する。 

・電気のスイッチは一か所ずつ適切に操作を行い、業務に支障のない範囲で間引きをする。 
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・使用していないパソコンはスリープモードにする。 

・ノー残業デーの毎月第２、第４金曜日には定時に業務を終了する。 

・空調の温度設定は、夏季は２８℃、冬季は２０℃以下を目安に設定する。 

・個人使用の扇風機・電気ストーブの使用はしない。 

・クールビズ、ウォームビズを励行する。 

・常時電源を必要とする電気ポット等の使用は控えめにし、コーヒーメーカーの使用は止める。 

・終業時、最後に退室する者は必ず消灯を行う。 

・ブラインドを効率的に活用し、冷房効率を高める。 

・ボイラー等エネルギー供給設備の適正な管理を図る。 

 

３）水の使用に関する取り組み 

 水道水は浄水場で生成される時に、多くのエネルギーを消費します。また、使用後の水

を浄化する際にも、多くの電気が使われていることから、使用量削減に努めることは、エ

ネルギー使用の削減に間接的につながります。水資源の保全と電気消費の抑制のため、節

水に努めることが重要です。 

＜運用改善による取り組み＞ 

・洗面、歯磨き及び食器洗い等の際には、こまめに蛇口をしめる。 

・トイレ使用時に可能な範囲で放水を抑制する。 

・洗車時には、バケツの使用、ホースの手元制御弁などにより節水に努める。 

 

４）廃棄物の減量 

 紙類や容器包装廃棄物の排出抑制を推進し、廃棄物の減量・再利用・リサイクルを図る

ために、ごみ分別の徹底に努めます。ごみは、大量生産、大量消費、大量廃棄という社会

経済活動の流れのなかで、ごみの質が多様化するとともに、排出量も増加の一途をたどっ

ており、処理費の増大、施設の確保など生活環境に直接かかわる問題となっています。 

 このような中、行政もごみの排出者であることを十分に認識し、常に市民や事業者への

啓発、ごみの減量に向けた適正分別を徹底し、ごみの減量、リサイクルに取り組む必要が

あります。特に、庁舎内から排出されるごみの大半が紙ごみであることから、紙使用量の

削減を積極的に行い、再利用やリサイクルに努めます。 
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＜運用改善による取り組み＞ 

・分別回収ボックスを設置し、ゴミの分別を徹底する。 

・シュレッダーの使用は機密文書に限定し、必要最小限とする。 

・印刷物や冊子を発注する際は、必要最低限の部数となるようにする。 

・庁内LAN等を活用し、資料の共有化を図り、印刷は極力控える。 

・デジタル化によりペーパーレスを推進する。 

・コピー機やプリンターを使用する際は、枚数や設定を確認し、ミスプリントを防ぐこと。 

・ミスプリントや片面用紙は、庁内で完結する文書やメモ用紙に再利用すること。 

・使用済封筒を市の機関や庁内連絡用に再利用する。 

・物品の長期使用を心がけるとともに、故障等の際には修繕により再使用に努める。 

・ファイル等はなるべく再利用する。 

・ポスターは臨時広報用の帯等に再利用する。 

・ごみ袋の減量化のために、ごみを小さくちぎって捨てるなど、体積を減らす。 

 

 

対策② 公用車の使用による負荷の低減の推進 

 

５）公用車の走行距離及び燃料使用量削減に向けた取り組み 

 公用車の走行により排出される温室効果ガスを削減するため、エコ・ドライブの実施や、

公用車の更新、新規購入にあたっては環境負荷の少ない、低燃費自動車の導入に努めます。 

・燃料電池自動車、電気自動車、ハイブリッド車等の燃費性の優れた低公害車の導入を促進する。 

・購入時における優先順位は次のとおりとする。 

 Ⅰ 軽自動車   

Ⅱ 低公害車（電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車） 

Ⅲ 特別の事情により、ⅠまたはⅡにより難い場合は排気量1500ｃｃ以下の普通自動車 

・公用車における「エコ・ドライブ１０」（※）の推進 

・近距離の用務には、徒歩や自転車の利用に努める。 

・荷物の積み下ろし時や待機時にエンジンを停止するなど、アイドリング・ストップを実施する。 

・公用車の使用後は、燃料の残量確認と洗車を心がけ、次に使用する方へ配慮する。 

※「エコ・ドライブ１０」とは環境に配慮した自動車の使用のことです。具体的な取り組みは以下のとおりです。 
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（１）ふんわりアクセル「e スタート」（２）車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転（３）減速時 

は早めにアクセルを離そう（４）エアコンの使用は適切に（５）ムダなアイドリングはやめよう（６）渋滞を避 

け、余裕をもって出発しよう（７）タイヤの空気圧から始める点検・整備（８）不要な荷物はおろそう（９）走 

行の妨げとなる駐車はやめよう（１０）自分の燃費を把握しよう 

 

 

対策③ グリーン購入の推進 

 

６）グリーン購入に係る取り組み 

 市では、事務事業活動で多くの物品を調達しています。職員等が使用する事務用品等に

ついて、環境負荷の低減や環境に配慮した商品（グリーン購入法適合品）の購入・調達に

努めます。 

・グリーン購入ネットワーク（http://www.gpn.jp） の「エコ商品ネット」、エコマーク商品総合

情報サイトGreen Station +（http://g.greenstation.net/）、省エネ型製品情報サイト

（http://seihinjyoho.go.jp/）等を参考に物品等を調達する。 

・国及び業界団体が定める、各種の環境ラベル表示を参考に物品等を調達する。 

 

 

対策④ 職員意識向上の推進 

 

７）研修・情報発信等の取り組み 

 市が行うすべての事務事業について、常に環境へ大きな負荷を与えていることを職員一

人ひとりが常に認識し、環境に配慮した行動を率先して取り組むため、職員への研修や情

報提供することにより意識の向上を図ります。 

・環境に関する研修やイベント等に積極的に参加し、一事業所としても協力体制を図る。 

・市の広報やホームページなどを利用して、身近な環境情報を提供する。 

・ノー残業デーの取り組みを庁内放送で啓発する。 

http://www.gpn.jp/
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第５章 計画の推進と点検・公表 

１ 推進体制 

  

計画を推進するため、エネルギー管理統括者を総務部長、エネルギー管理企画推進者を

総務部総務課長とし、各課及び各行政委員会事務局に正・副合わせて2人以上の環境保全

推進員を置くものとします。 

環境保全推進員は、年間を通じて各所属における取り組み内容の点検、指導、改善等を

行います。 

事務局は総務課行政班が行います。 

 

２ 取り組み結果の点検と公表 

 

各部署の活動内容については、点検表（様式1）により、前年の取り組みの状況を毎年

６月末までに総務課長へ報告するものとします。事務局は取りまとめ結果から、温室効果

ガス排出量を算定し、国および県へ各種報告書等を７月末までに提出するものとします。 

結果については、毎年庁内LANに掲示するとともに、ホームページで公表するものと

します。 

 


